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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年４月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和４年１０月１３日 不明（落水した時刻：１７時３９分ごろ～ 

１７時５４分ごろの間） 

発生場所 不明（広島県呉
くれ

市三
み

ツ子
つ ご

島西方沖） 

事故の概要  漁船金毘羅
こ ん ぴ ら

丸は、投網作業中、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過 令和４年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が死亡したため、行わなかっ

た。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 金毘羅丸、４.８トン 

ＨＳ３－３７５０３（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９２ｍ（Lr）×３.０４ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８.２０kＷ、平成７年２月１０日 

第２７０－３９６７７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６０年６月１５日 

免許証交付日 令和２年６月３日 

         （令和７年６月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好、気温 約  

２３℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期  

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、すずき
．．．

流し網漁の目的で 令和４

年１０月１３日１６時３０分ごろ、三ツ子島西方沖の漁場に向け、広

島県呉市呉港広港区を出港した。 

 船長と同じ漁業協同組合（以下「漁協」という。）に所属する船長

Ａは、１７時５４分ごろ、本船が三ツ子島西方沖に設置されたブイに

係留中の台船に接触して停止している様子を見て異常を感じ、本船を

確認したところ無人であったので、付近で漁をしていた僚船の船長Ｂ

に携帯電話で連絡した。 
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 船長Ａから連絡を受けた船長Ｂは、１７時５８分ごろ、海上保安庁

に通報するとともに、漁協に連絡し、組合員と共に船長の捜索に当 

たった。 

他の僚船の船長（以下「船長Ｃ」という。）は、三ツ子島西方沖に

投網されていた本船の網を回収してから船長の捜索を行った後、本船

を係留地まで回航した。 

捜索に協力していた近隣の漁協の組合員は、１４日０９時２０分ご

ろ、広島県江田島市引
ひき

島東方沖５００ｍ付近で、頭部を上にして海上

に浮いていた船長を発見し、海上保安庁に通報した。 

船長は、海上保安庁の巡視艇により搬送され、呉市の医院で発病

（発症）又は受傷から死亡までの期間が数十分の溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、発見時、上半身はポロシャツを着て、下半身はジャージ、

長靴を履き、救命胴衣は着用していなかった。 

船長の防水型の携帯電話は、船内に置かれていた。 

本船は、他船と衝突などした形跡はなかった。 

すずき
．．．

流し網漁は、日の入りから日の出までの間に操業が許可され

ており、本事故当日の日の入り時刻は、１７時３９分であった。 

漁協組合長によれば、通常、本船のすずき
．．．

流し網は、全長約  

１,０００ｍ、高さ約２５ｍあり、操業時は、両端と中央に標識灯が

取り付けられていた。 

船長Ｃによれば、通常、本船は、船長が、左舷船尾甲板上に立って

人が歩くくらいの微速力で航行し、網の上端に１０～１３ｍの間隔で

取り付けられた長さ約９ｍ、直径約４㎜の化学繊維製の紐に長さ約 

６０cm、直径約６cm の発泡スチロール製の浮子を結びつけながら船尾

側から投網していた。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ すずき
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図２ 浮子 

 

船長Ｃは、三ツ子島西方沖の海域に残された本船の網を回収した

際、網の上端に取り付ける浮子が網の東端から約７００～８００ｍ付

近までしか取り付けられていなかったので、網を約７００～８００ｍ

ほど投網した頃、船長が落水したのではないかと本事故後に思った。 

（写真１ 本船、写真２ 本船のネットローラ 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長は、溺死した。 

船長は、三ツ子島西方沖で西進しながらすずき
．．．

流し網の投網作業

中、操業許可開始時刻の１７時３９分ごろから船長Ａが無人の本船を

発見した１７時５４分ごろの間に、落水したものと推定される。 

 船長は、本船の長さ約１,０００ｍのすずき
．．．

流し網に取り付ける浮

子が、東端から約７００～８００ｍ付近までしか取り付けられていな

かったことから、投網作業中に落水したものと考えられるが、目撃者

がおらず、落水に至る状況を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が三ツ子島西方沖ですずき
．．．

流し網の投網作業

中、船長が落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上において、常時、救命胴衣を着

用すること。 

・小型船舶に１人で乗り組む船長は、防水措置が施された携帯電話

を常時携行し、落水した際の連絡手段を確保しておくこと。 

・小型漁船に１人で乗り組む船長は、落水時の船上復帰手段として

縄ばしご
．．．

や固定ばしご
．．．

を船体に備えておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

 
 

船長発見場所 

（令和４年１０月１４日 

０９時２０分ごろ発見） 

出航地 

広島県 

三ツ子島 

引島 

広島県呉市

倉橋島 

本船発見場所 

船長Ｃが網を回収した場所 
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写真１ 本船 

 
 

 

写真２ 本船のネットローラ 

 
 

 

 


